
会津若松市上下水道局への行政視察の受入に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は会津若松市上下水道局（以下「局」という。）が受け入れる行政視察（以下「視

察」という。）に関する手続等について、必要な事項を定めるものとする。 

（事務分担） 

第２条 視察の受付、対応等の事務は、当該視察の主たる目的事項を所管する課（以下「所管課」

という。）が行う。なお、当該視察の主たる目的事項が複数の所管課に関与するときは、当該複

数の所管課において協議し、事務分担を決定するものとする。 

２ 視察を希望する者（以下「視察者」という。）が議会関係者の場合は、会津若松市議会事務局

と協議し、受入事務を進めるものとする。 

（視察受入日時等） 

第３条 視察の受入については、１団体当たり５名までを基本とし、開庁日の午前９時から午後

４時までの間で３時間以内とする。ただし、所管課又は視察者の都合により、当該日時の対応

が困難であることが明らかなとき、その他やむを得ない事情により当該日時以外に対応するこ

とが必要と認められるときは、この限りでない。 

２ 会津若松市議会定例会議の開会日の８日前から本会議最終日までの期間、災害等における応

急対応期間（他事業体への派遣期間も含む。）及び業務繁忙期（４月、12 月、３月、局の行事等

の前日等）については、原則として受入を行わないものとする。 

（視察の申込み） 

第４条 視察者は、所管課と事前に調整の上、会津若松市上下水道局視察申込書（別記 様式第１

号）を、視察希望日の概ね１か月前までに提出しなければならない。 

（視察受入の決定等） 

第５条 所管課は、前条に定める視察の申込みがあったときは、受入の可否について視察決定通

知書（別記 様式第２号）により、視察者に通知するものとする。 

２ 局において、災害や緊急的な業務の発生等により視察の受入が困難となった場合は、視察決

定後であっても視察者と協議し、受入の取消し又は視察日の変更をすることができる。 

３ 視察者の都合により視察を取りやめる場合は、視察日の２日前（当該期日が土曜日、日曜日

又は休日（以下「休日等」という。）に当たるときは、休日等の前日）までに所管課に連絡する

のものとする。 

 （視察資料） 

第６条 視察に関する資料は、所管課から視察者に対して視察日の概ね５日前までに提供するも

のとし、視察者が印刷又はタブレット端末等に保存して持参することを基本とする。ただし、

何らかの事情により資料の提供や持参することが困難であると認められるときは、この限りで

ない。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会津若松市上下水道事業管理者が別に定

める。 

附 則 

この要綱は、令和８年２月１日から施行する。 





様式第２号（第５条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 

（視察決定通知書送付先宛名）様 

会津若松市上下水道事業管理者 

 

 

視 察 決 定 通 知 書 

 

 

 

  年  月  日付けであった視察等の申し込みについて、下記の内容で受け入れます

ので通知いたします。 

 

 

 

 

記 

１． 受入日時 

  年  月  日（  ） 時  分～  年  月  日（  ） 時  分 

 

２． 視察人数        人 

 

３． 視察内容        について 

 

４．当日の集合場所 当日は、           までお越しください。 

 

５．その他 

・「会津若松市上下水道局への行政視察の受入れに関する要綱」について十分ご理解の上

お越しくださいますようよろしくお願いいたします。 

・当日の質問事項について、事前（視察日の概ね２週間前）にご送付いただけますと幸い

です。 

 

 

 

 

 

                        【事務担当】 

（所属名） 

(職名)（氏名）（Ｅメール） 


